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議第２号 

 

   瑞浪市死者の情報の取扱いに関する条例の制定について 

 

 瑞浪市死者の情報の取扱いに関する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和５年２月２７日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市死者の情報の取扱いに関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、実施機関が保有する死者情報の適正な取扱いについて

必要な事項を定め、死者情報の開示を請求する権利を明らかにすることに

より、遺族の権利利益の保護を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 死者情報 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の死者を識別することができるもの

（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の死者を識別

することができることとなるものを含む。）をいう。ただし、瑞浪市情

報公開条例（平成１２年条例第１号）第２条第２号に規定する公文書に

記録されているものに限る。 

（２） 実施機関 市長（水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う

市長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、遺族の権利利益を侵害しないよう慎重に配慮して死者

情報を取り扱わなければならない。 
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２ 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た死者情報を漏らし、又は

不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（開示請求者及び開示対象情報） 

第４条 次の各号に掲げる者（以下「開示請求者」という。）は、当該各号

に定める死者情報（以下「開示対象情報」という。）に限り開示の請求（ 

以下「開示請求」という。）をすることができる。 

（１） 死亡した時点において未成年者であった死者の親権者 当該死者

に関する情報 

（２） 死者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡の当

時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）、子及び父母（前

号に該当する者を除く。） 当該死者の死亡に関する情報、当該死者の

死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権

利義務に関する情報並びに当該死者の相続人である場合にあっては、被

相続人である当該死者からの相続を原因として取得した財産及び不法行

為による損害賠償請求権その他の権利義務に関する情報 

（３） 死者の相続人（前２号に該当する者を除く。） 被相続人である

当該死者からの相続を原因として取得した財産及び不法行為による損害

賠償請求権その他の権利義務に関する情報 

２ 未成年者又は成年被後見人である開示請求者の法定代理人は、当該開示

請求者に代わって開示請求をすることができる。 

３ 実施機関は、開示請求に係る開示対象情報が次のいずれかに該当すると

きは、当該開示対象情報の全部又は一部の開示をしないことができる。 

（１） 法令又は条例若しくは規則（以下「法令等」という。）の定める

ところにより、開示することができないと定められているもの 

（２） 死者の評価、診断、判定及び選考に関するものであって、開示し

ないことが正当であると認められるもの 

（３） 開示することにより、開示請求者以外の者（以下「第三者」とい

う。）の権利利益を侵害するおそれがあるもの 

（４） 開示することにより、実施機関の公正又は適正な職務執行を著し

く妨げるおそれがあると認められるもの 

（一部開示） 
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第５条 実施機関は、開示請求に係る開示対象情報の一部に前条第３項の規

定による開示しないことができる情報（以下「非開示情報」という。）が

含まれている場合において、開示請求の趣旨が損なわれることがないと認

めるときは、非開示情報を除いた部分について、開示するものとする。 

（開示対象情報の存否に関する情報） 

第６条 開示請求に対し、当該開示請求に係る開示対象情報が存在している

か否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機

関は、当該開示対象情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否

することができる。 

（開示請求方法） 

第７条 開示対象情報の開示請求をしようとする開示請求者は、当該開示対

象情報を保有する実施機関に対し、本人であること及び死者との関係を明

らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 

 （１） 氏名及び住所 

 （２） 請求に係る開示対象情報を特定するために必要な事項 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示

請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。こ

の場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報

を提供するよう努めなければならない。 

（開示請求に対する決定） 

第８条 実施機関は、開示請求があった日から１４日以内に、開示請求者に

対して、開示請求に係る開示対象情報の全部若しくは一部を開示する旨の

決定（以下「開示決定」という。）又は開示しない旨の決定（第６条の規

定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る開示対象情報を保有

していないときを含む。）をしなければならない。ただし、前条第２項の

規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該

期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な

理由があるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長すること

ができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに
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書面により延長する理由及び期間を通知しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の決定（以下「開示決定等」という。）をしたとき

は、開示請求者に対して、その決定内容を速やかに書面により通知しなけ

ればならない。 

４ 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る開示対象情報の全部

又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通

知しなければならない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第９条 実施機関は、開示請求に係る開示対象情報に第三者に関する情報が

含まれているときは、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、

当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見

書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者

が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書（以下「 

反対意見書」という。）を提出した場合において、開示決定をするときは、

開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなけれ

ばならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意

見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示

を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（開示の方法） 

第１０条 実施機関は、開示決定をしたときは、当該開示決定について反対

意見書が提出されている場合を除き、速やかに開示請求者に対して当該開

示対象情報の開示をしなければならない。 

２ 開示対象情報の開示は、実施機関が第８条第３項に規定する通知書で指

定する日時及び場所において行うものとする。 

３ 開示対象情報の開示は、当該開示対象情報が、文書又は図画に記録され

ているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されていると

きはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法によ

り行う。ただし、実施機関は、開示対象情報を閲覧させることにより当該

開示対象情報が汚損され、又は破損するおそれがあるとき、第５条の規定

による一部開示をするときその他やむを得ない理由があるときは、当該開
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示対象情報の写しにより開示することができる。 

（費用の負担） 

第１１条 開示対象情報の開示に係る手数料は、無料とする。 

２ 開示対象情報の写しの交付を請求した者は、当該写しの作成及び送付に

要する費用を負担しなければならない。 

（他法令等との調整） 

第１２条 他の法令等により、開示対象情報の閲覧又は縦覧に関する手続が

定められている場合は、当該法令等の定めるところによる。ただし、開示

対象情報に係る開示請求者からの開示請求については、この条例によるも

のとし、瑞浪市情報公開条例は適用しないものとする。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第１３条 開示決定等に係る審査請求については、行政不服審査法（平成２

６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

（審査請求に係る諮問） 

第１４条 開示決定等について審査請求があったときは、実施機関は、次の

各号のいずれかに該当する場合を除き、瑞浪市個人情報保護審査会条例（ 

令和４年条例第２１号。以下「審査会条例」という。）第２条に規定する

瑞浪市個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければ

ならない。 

（１） 審査請求が不適法であり、却下する場合 

（２） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る死者情報

の全部を開示することとする場合（当該開示対象情報の開示について反

対意見書が提出されている場合を除く。） 

２ 前項の規定により諮問した場合には、実施機関は、次に掲げる者に対し、

諮問をした旨を通知しなければならない。 

（１） 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定す

る参加人をいう。以下同じ。） 

（２） 開示請求者（当該開示請求者が審査請求人又は参加人である場合

を除く。） 

（３） 当該審査請求に係る開示対象情報の開示について反対意見書を提 

出した第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 
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３ 審査会は、審査会条例に規定する所掌事務のほか、第１項の規定による

実施機関の諮問に応じ、審査会条例の定めるところにより、審査請求に係

る調査審議を行い、実施機関に答申するものとする。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第３号 

 

   瑞浪市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定につい

て 

 

 瑞浪市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を次のように制定

するものとする。 

 

  令和５年２月２７日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

   瑞浪市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよ

う、情報通信技術を活用した行政の推進について必要となる事項を定める

ことにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化

及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 条例等 条例及び規則（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１３８条の４第２項に規定する規程及び地方公営企業法（昭和２７年 

法律第２９２号）第１０条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。） 

並びに地方自治法第２５２条の１７の２及び地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第５５条の規定により、

岐阜県の条例の定めるところにより瑞浪市（以下「市」という。）が処

理することとされた事務について規定する岐阜県の条例及び規則をいう。 

（２） 市の機関等 次に掲げるものをいう。 

ア 市長（水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。） 
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、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農

業委員会、固定資産評価審査委員会若しくは議会又はこれらに置かれ

る機関 

イ アに掲げる機関の職員であって法令（法律及び法律に基づく命令（ 

告示を含む。）をいう。）又は条例等により独立に権限を行使するこ

とを認められたもの 

ウ 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者 

（３） 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。 

（４） 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書

面等に記載することをいう。 

（５） 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。 

（６） 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に

対して行われる通知をいう。 

（７） 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行

為をいう。）の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通

知（不特定の者に対して行うものを除く。）をいう。 

（８） 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記

録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

（９） 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記

録を作成し、又は保存することをいう。 

（１０） 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

（情報システムの整備等） 

第３条 市の機関等は、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うた

め、情報システムの整備を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

２ 市の機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当

該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講ずる

ものとする。 
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３ 市の機関等は、第１項の規定による情報システムの整備に当たっては、

これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関

連する市の機関等の事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努

めるものとする。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第４条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等

により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該

条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電 

子情報処理組織（市の機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。 

以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法に

より行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等について

は、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われた

ものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を

適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当

該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をす

ることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法

により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわ

らず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。第９条において

同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で

定めるものをもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において納付書をも

ってすることその他の手数料、使用料その他の歳入（以下この項において

「手数料等」という。）の納付の方法が規定されているものを第１項の電

子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料等の納付
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については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものを

もってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、 

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場

合その他の当該申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法

により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とし

て規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該申請等のうち 

当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、 

第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等（第６項の規

定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項までに

おいて同じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第５条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定におい

て書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについて

は、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で 

定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、 

当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により

受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等につ

いては、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により

行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条

例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、 

当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル 

への記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署

名等をすることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用

する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定

にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるも

のをもって代えることができる。 
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５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があ

る場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要がある

ものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組

織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部

分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、

当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用す

る。この場合において、第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、「

行われた処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限

る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第６条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等

により行うことが規定されているもの（申請等に基づくものを除く。）に

ついては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、

当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載し

た書類により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等

については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行

われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の

規定を適用する。 

（電磁的記録による作成等） 

第７条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等

により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にか

かわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録によ

り行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関す

る他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条

例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をす

ることが規定されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、

当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を 

明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。 
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（適用除外） 

第８条 次に掲げる手続等については、第４条から前条までの規定は、適用

しない。 

（１） 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面に

より確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等

を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法

により行うことが適当でないものとして規則で定めるもの 

（２） 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法によ

り行うことが規定されているもの（第４条第１項、第５条第１項、第６

条第１項又は前条第１項の規定に基づき行うことが規定されているもの

を除く。） 

 （添付書面等の省略） 

第９条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則

で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当

該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例

等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情

報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書

面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組

織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又

は参照することができる場合には、添付することを要しない。 

 （情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正） 

第１０条 市は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての

者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための

能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求め

ることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質

の向上のための施策その他の年齢、身体的な条件、地理的な制約その他の

要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格

差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

-12-



 

 

第１１条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができ

る市の機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情

報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネット

の利用その他の方法により随時公表するものとする。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第４号 

 

   瑞浪市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 瑞浪市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

 

  令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

瑞浪市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「８，０００円」を「１０，０００円」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第５号 

 

瑞浪市避難行動要支援者に係る名簿情報の提供等に関する条例の制定

について 

 

瑞浪市避難行動要支援者に係る名簿情報の提供等に関する条例を次のよう

に制定するものとする。 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市避難行動要支援者に係る名簿情報の提供等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「

法」という。）第４９条の１１第２項又は第３項の規定に基づく避難行動

要支援者名簿（法第４９条の１０第１項の規定により作成された避難行動 

要支援者名簿をいう。）に記載し、又は記録された情報（以下「名簿情報」 

という。）の提供に関し、本人の同意に関する特例、名簿情報の提供を受

けた者の義務その他必要な事項を定めるものとする。 

（避難支援等関係者の範囲） 

第２条 市における法第４９条の１１第２項の避難支援等関係者は、次のと

おりとする。 

（１） 瑞浪市消防本部 

（２） 瑞浪市消防団の設置等に関する条例（昭和４１年条例第１９号）

に規定する消防団 

（３） 岐阜県警察 

（４） 市の区域に置かれた民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）に

定める民生委員 

（５） 社会福祉法人瑞浪市社会福祉協議会 
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（６） 前各号に掲げるもののほか、避難支援等（法第４９条の１０第１

項に規定する避難支援等をいう。以下同じ。）の実施に携わる関係者と

して市長が定める者 

（名簿情報の提供における同意に関する特例） 

第３条 市長は、法第４９条の１１第２項の規定により前条に規定する避難

支援等関係者（次条において「避難支援等関係者」という。）に名簿情報

を提供する場合には、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情

報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得ることを要しない

ものとする。 

（名簿情報の提供を受けた者の漏えい防止のための措置等） 

第４条 法第４９条の１１第２項又は第３項の規定による名簿情報の提供を

受けた避難支援等関係者その他の者（以下「名簿情報の提供を受けた者」

という。）は、提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置

を講じなければならない。 

２ 名簿情報の提供を受けた者は、提供を受けた名簿情報に漏えいが生じ、

又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を市長に報

告しなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第５条 名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等以外の目的のために提供

を受けた名簿情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

（秘密保持義務） 

第６条 名簿情報の提供を受けた者（その者が法人である場合にあっては、

その役員）若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等

の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、提供

を受けた名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第６号 

 

瑞浪市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例及び瑞浪

市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例及び瑞浪市子

ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

   瑞浪市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例及び瑞浪 

市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

（瑞浪市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例（平成

２４年条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 （瑞浪市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第７号 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

  

    

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」

に改め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、

同項第２号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項 

第３号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」 

を「同条第３号」に改める。 

 第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、

同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第

２号」を「同条第２号」に改める。 

 第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

 第１３条第４項第３号ア（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条

第１号」に改め、同号ア（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第

２号」に改め、同号イ（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１ 

号」に改め、同号イ（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」 
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に改める。 

 第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め、同項

第４号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め

る。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、 

同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第 

２号」を「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」 

に改め、同条第３項中「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、 

同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第 

１号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」 

に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」を「同

条第１号」に改める。 

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１

９条第３号」に改める。 

第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第５０条中「及び第２３条から第３３条まで」を「、第２３条から第２５

条まで及び第２７条から第３３条まで」に改める。 

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、 

同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９

条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「及び第２３

条から第３３条まで」を「、第２３条から第２５条まで及び第２７条から第

３３条まで」に、「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第

１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第３号」を「同条第

３号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、 

同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第 
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３号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」 

に改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２６条の改正規

定、第５０条の改正規定及び第５１条の改正規定（同条第３項中「及び第２

３条から第３３条まで」を「、第２３条から第２５条まで及び第２７条から

第３３条まで」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 
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議第８号 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

  

    

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、

家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、

職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保

育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の

研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項につい

ての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安

全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連

携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につい

て周知しなければならない。 
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４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じ

て安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認）  

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組

等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するとき

は、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を

確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなけ

ればならない。  

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く。）は、利用乳幼児

の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれら

より一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他

利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少

ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車

にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、こ

れを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を

行わなければならない。  

第１０条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合

に限り」を加え、同条ただし書を削る。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１３条の改正

規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者

等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合

であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児
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の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備えること及

びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日

までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合にお

いて、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保

育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の

確認を行わなければならない。 
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議第９号 

 

瑞浪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

  

    

瑞浪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第６条の次に次の２条を加える。 

 （安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、 

放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備

の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた

放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関す

る指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安 

全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。 

）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知する

とともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につ

いて周知しなければならない。 
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４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要

に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取 

組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、 

利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握す

ることができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ご

とに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知

するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければ

ならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第６条

の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とある

のは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなければ」

とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 
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議第１０号 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

瑞浪市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

第５条の２第１項中「４０万８千円」を「４８万８千円」に改める。 

第１５条の６の１２中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

第２０条第１項第２号中「２８万５千円」を「２９万円」に改め、同項第

３号中「５２万円」を「５３万５千円」に改め、同条第３項中「２０万円」

を「２２万円」に改める。 

第２５条の３第２項中「雇用保険受給資格者証」の次に「又は同令第１９

条第３項に規定する雇用保険受給資格通知」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る瑞浪市国民健康保険条

例第５条の２第１項の規定による出産育児一時金の額については、なお従

前の例による。 

３ この条例による改正後の第１５条の６の１２並びに第２０条第１項第２

号及び同項第３号並びに同条第３項の規定は、令和５年度以後の年度分の
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保険料について適用し、令和４年度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。 
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議第１１号 

 

瑞浪市分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市分担金徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市分担金徴収条例の一部を改正する条例 

瑞浪市分担金徴収条例（昭和６０年条例第２５号）の一部を次のように改

正する。 

別表土地改良事業の部県営土地改良事業の款に次のように加える。 
経営体育成基盤整備事業  １００分の７．５ 

   附 則 
この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第１２号 

 

   瑞浪市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

  令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

瑞浪市附属機関設置条例（平成２８年条例第２３号）の一部を次のように

改正する。 

別表市長の部瑞浪市廃工場等指定審査委員会の項の次に次のように加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
２ 瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５５

年条例第４号）の一部を次のように改正する。 
                     「廃工場等指定審査委員会委 
 別表中                を 新たな事業チャレンジ支援 
                       窯業技術研究所運営委員会 
員 
補助金審査会委員 に改める。 
委員      」 
 

瑞浪市新たな事業チャレ

ンジ支援補助金審査会 

瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金

申請事業の審査及び評価 

廃工場等指定審査委員会委員 
窯業技術研究所運営委員会委員 

「 
」  
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議第１３号 
 

瑞浪市化石博物館の設置及び管理に関する条例及び瑞浪市市之瀬廣太

記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 
 

瑞浪市化石博物館の設置及び管理に関する条例及び瑞浪市市之瀬廣太記念

美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 
 

令和５年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

瑞浪市化石博物館の設置及び管理に関する条例及び瑞浪市市之瀬廣太

記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 （瑞浪市化石博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市化石博物館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例第

５０号）の一部を次のように改正する。 
第１条中「、博物館法（昭和２６年法律第２８５号。以下「法」という。 

）第１８条の規定に基づき」を削る。 
 第１１条第１項中「法第２０条第１項」を「博物館法（昭和２６年法律

第２８５号。以下「法」という。）第２３条第１項」に改め、同条第３項

中「第２２条」を「第２５条」に改める。 
（瑞浪市市之瀬廣太記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市市之瀬廣太記念美術館の設置及び管理に関する条例（平成１

８年条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１項中「第２０条第１項」を「第２３条第１項」に改め、同

条第３項中「第２２条」を「第２５条」に改める。 
附 則 
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 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第１４号 

 

   瑞浪市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 瑞浪市公平委員会委員に次の者を選任したいので、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住       所 生 年 月 日 

和 田 隆 彦 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第１５号 

 

   瑞浪市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 

 瑞浪市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を

求める。 

 

  令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住       所 生 年 月 日 

小 司 隆 信 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第１６号 

 

   財産の取得について 

 

 次のとおり財産を取得したいので、瑞浪市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 取得する財産  瑞浪市指定ごみ袋 

２ 取 得 の 方 法  一般競争入札 

３ 取 得 金 額  １５，９４７，８００円 

４ 取得の相手方  本巣郡北方町高屋伊勢田２丁目４３番地の２ 

          株式会社ユイテック 

          代表取締役 森 康成 
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議第１７号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

次のとおり工事請負契約の締結をしたいので、瑞浪市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 契 約 の 目 的  社会資本整備総合交付金事業 

 一般国道１９号線ほか１路線道路改良工事 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 金 額  ２３１，０００，０００円 

４ 契 約 の 相 手 方  瑞浪市南小田町３丁目３０６番地 

板垣建設株式会社 瑞浪支店 

           支店長 越智 剛 
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議第１８号  
 

令和４年度瑞浪市一般会計補正予算（第１２号）  
 
 令和４年度瑞浪市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところ

による。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５００，０００千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，１０７，９０

０千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」

による。  
（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」によ

る。 
（地方債の補正）  

第４条 既定の地方債の廃止及び変更は、「第４表 地方債補正」による。  
 

令和５年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 市 税 ５，２２４，１１０ ２２，０００ ５，２４６，１１０

1 市 民 税 ２，１３３，５００ △３８，０００ ２，０９５，５００

2 固定資産税 ２，４１３，９００ ４２，０００ ２，４５５，９００

4 市たばこ税 ２４８，０００ １８，０００ ２６６，０００

7
地 方 消 費 税
交 付 金

８７５，０００ ４９，０００ ９２４，０００

1
地方消費税
交 付 金

８７５，０００ ４９，０００ ９２４，０００

8
ゴ ル フ 場
利用税交付金

１６１，０００ １７，０００ １７８，０００

1
ゴ ル フ 場
利用税交付金

１６１，０００ １７，０００ １７８，０００

10
地 方 特 例
交 付 金

４１，１１０ ６６８ ４１，７７８

2
新型コロナウイルス
感染症対策地方税
減収補塡特別交付金

０ ６６８ ６６８

11 地 方 交 付 税 ３，７２９，９４８ １００，１７５ ３，８３０，１２３

1 地方交付税 ３，７２９，９４８ １００，１７５ ３，８３０，１２３

13
分 担 金
及 び 負 担 金

４１，７８４ △６，１００ ３５，６８４

1 分 担 金 ７，０３６ △１，４５６ ５，５８０

2 負 担 金 ３４，７４８ △４，６４４ ３０，１０４

14
使 用 料
及 び 手 数 料

２９８，７１５ △１，２００ ２９７，５１５

1 使 用 料 １２４，４４６ △１，２００ １２３，２４６

15 国 庫 支 出 金 ２，５４７，９９５ △１３１，７２７ ２，４１６，２６８

1 国庫負担金 １，３９６，７２４ △８１，１３６ １，３１５，５８８

2 国庫補助金 １，１４２，５５１ △５０，２９１ １，０９２，２６０

3 委 託 金 ８，７２０ △３００ ８，４２０

16 県 支 出 金 １，０６８，１７８ △２１，８７２ １，０４６，３０６

1 県 負 担 金 ５９５，４７４ △１５，８３７ ５７９，６３７

2 県 補 助 金 ３７９，７９７ △６，０３５ ３７３，７６２

17 財 産 収 入 ８５，９５７ ４，１９１ ９０，１４８

2 財産売払収入 ８，７３６ ４，１９１ １２，９２７

18 寄 附 金 ２７０，５２０ △５５，４００ ２１５，１２０

1 寄 附 金 ２７０，５２０ △５５，４００ ２１５，１２０

19 繰 入 金 １，１３３，６２２ △４６９，７２７ ６６３，８９５

1 基金繰入金 １，１１０，９６１ △４５５，４６９ ６５５，４９２

2
財 産 区
繰 入 金

２２，６６１ △１４，２５８ ８，４０３

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

21 諸 収 入 ２９０，２５１ ６３，７９２ ３５４，０４３

4 雑 入 １７９，４８２ ５５，８７２ ２３５，３５４

5
受 託 事 業
収 入

０ ７，９２０ ７，９２０

22 市 債 ７８１，８００ △７０，８００ ７１１，０００

1 市 債 ７８１，８００ △７０，８００ ７１１，０００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計１７，６０７，９００ △５００，０００ １７，１０７，９００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 議 会 費 １７２，１８７ △１，９８８ １７０，１９９

1 議 会 費 １７２，１８７ △１，９８８ １７０，１９９

2 総 務 費 ３，１００，６７７ △１０１，６５６ ２，９９９，０２１

1 総務管理費 ２，６８４，３６０ △１００，０５６ ２，５８４，３０４

3
戸 籍 住 民
基本台帳費

１１３，５３２ △１，６００ １１１，９３２

3 民 生 費 ５，５５８，９７８ △１００，６０２ ５，４５８，３７６

1 社会福祉費 ３，０５１，１０７ △１７，０６８ ３，０３４，０３９

2 児童福祉費 ２，２８３，６８９ △８３，２３４ ２，２００，４５５

3 生活保護費 ２２３，６８２ △３００ ２２３，３８２

4 衛 生 費 １，８４７，８３５ △１２２，３１２ １，７２５，５２３

1 保健衛生費 ８５４，８８４ △８１，６８８ ７７３，１９６

2 清 掃 費 ８７２，１０６ △３０，４５０ ８４１，６５６

3 環 境 費 １２０，８４５ △１０，１７４ １１０，６７１

5 労 働 費 １５，４３０ △２５１ １５，１７９

1 労 働 諸 費 １５，４３０ △２５１ １５，１７９

6 農林水産業費 ５６４，５８４ ６，４９４ ５７１，０７８

1 農 業 費 ５１４，８８９ １３，６５４ ５２８，５４３

2 林 業 費 ４９，６９５ △７，１６０ ４２，５３５

7 商 工 費 ７１３，１０２ △４２，３３１ ６７０，７７１

1 商 工 費 ７１３，１０２ △４２，３３１ ６７０，７７１
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(単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

8 土 木 費 １，３４７，３７４ △１０４，１４９ １，２４３，２２５

2 道路橋梁費 ８５２，０１０ △５４，２０９ ７９７，８０１

3 河 川 費 １０１，６０８ △３６，２２６ ６５，３８２

4 都市計画費 ２３５，５９７ △９，６０５ ２２５，９９２

5 住 宅 費 １０１，５６３ △４，１０９ ９７，４５４

9 消 防 費 ６０７，８３８ △９，８６５ ５９７，９７３

1 消 防 費 ６０７，８３８ △９，８６５ ５９７，９７３

10 教 育 費 １，５６９，７５７ △５８ １，５６９，６９９

1 教育総務費 ２８３，１４０ △１，７００ ２８１，４４０

2 小 学 校 費 ２５６，５９７ ０ ２５６，５９７

4 幼 稚 園 費 １８２，０５３ △７，８１２ １７４，２４１

5 社会教育費 ３８９，４１９ △４１０ ３８９，００９

6 保健体育費 ２９８，７１０ ９，８６４ ３０８，５７４

11 災 害 復 旧 費 ５５，３８０ △２９，８７７ ２５，５０３

1
農林水産業施設
災 害 復 旧 費 ７，２００ △５，９９４ １，２０６

2
土 木 施 設
災害復旧費

４８，１８０ △２３，８８３ ２４，２９７

13 諸 支 出 金 ５３６，１０４ ６，５９５ ５４２，６９９

1 公営企業費 ５３６，１０４ ６，５９５ ５４２，６９９

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計１７，６０７，９００ △５００，０００ １７，１０７，９００
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８ 土 木 費 ２ 道路橋梁費
市 道 等 整 備
交 付 金 事 業

１８９,０００ 補 正 前 に 同 じ ３１３,０００

（変　更） （単位：千円）

款 項
補　　正　　前 補　　正　　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

10 教 育 費 ６ 保 健 体 育 費
学校給食原材料費高騰対応事業
（ 新 型 コ ロ ナ 対 策 ）

１２,８１４

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費
瑞 浪 駅 周 辺 再 開 発 事 業
（ 南 エ リ ア ）

１７,１５０

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 道 路 側 溝 等 緊 急 対 策 事 業 １０,０００

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 土 岐 橋 架 替 関 連 事 業 ３,０００

７ 商 工 費 １ 商 工 費 観 光 地 整 備 促 進 事 業 ３２,０００

６ 農 林 水 産 業 費 １ 農 業 費 農産物等直売所規模拡大整備事業 １０６,９１９

４ 衛 生 費 ２ 清 掃 費 環境保全用軽自動車購入事業 １,５００

４ 衛 生 費 １ 保 健 衛 生 費
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
ワ ク チ ン 接 種 事 業

７,０００

３ 民 生 費 ２ 児 童 福 祉 費
幼児園給食原材料費高騰対応事業
（ 新 型 コ ロ ナ 対 策 ）

４,２５７

第 ２ 表　　繰　越　明　許　費　補　正

（追　加） （単位：千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　　額

３ 民 生 費 ２ 児 童 福 祉 費 児童福祉施設等安全対策事業 ６００

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費 民間介護施設等整備補助事業 ２１,０５７
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第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

（変　更） （単位：千円）

限 度 額 期 間 限 度 額

２０,０００ 補 正 前 に 同 じ ５５,０００

補 正 後

期 間

農産物等直売所
指 定 管 理 料
（規模拡大分等）

令和４年度から
令和８年度まで

事 項
補 正 前
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第 ４ 表　　地 方 債 補 正

（廃　止） （単位：千円）

（変　更） （単位：千円）

起債の
方法

利率

1,200

3,300

県 営 事 業 負 担 金 事 業
（県営ため池等整備事業） 9,700

156,300

8,300

34,400

2,000

年 ３．０ ％ 以
内　（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資金に
ついて、利率見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の
利率）

補正
前に
同じ

庁 舎 等 改 修 事 業 57,900

市 道 等 整 備
交 付 金 事 業

163,500

県 単 急 傾 斜 地
崩 壊 対 策 事 業

11,000

普 通 河 川 緊 急 浚 渫
推 進 事 業

58,000

普 通 河 川 緊 急
対 策 事 業

11,300

現 年 土 木 施 設
補 助 災 害 復 旧 事 業

6,200

13,500

63,700

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合には
借入先と協定し、
その条件に従うも
のとする。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及び
償還期限を短縮
し、もしくは繰上
償還又は低利に
借換することがで
きる。

起 債 の 目 的
補　　正　　前 補　　正　　後

限度額 起債の
方法 利率 償還の方法 限度額 償還の

方法

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

普通
貸借
又は
証券
発行

過 年 土 木 施 設
補 助 災 害 復 旧 事 業

6,500

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

利　　率

過 年 農 業 用 施 設
補 助 災 害 復 旧 事 業

1,700

工 場 用 地 造 成 関 連
道 路 整 備 事 業

県 営 急 傾 斜 地
崩 壊 対 策 負 担 事 業

狭 あ い 道 路 整 備 等
促 進 事 業

消防ポンプ自動車等
更 新 事 業

2,000

6,900

8,500

8,500

起 債 の 目 的 限度額 起債の
方法 償 還 の 方 法

土岐橋架替関連事業 1,800
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議第１９号  
 

令和４年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 
 
 令和４年度瑞浪市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，１００千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１２，３００千円とす

る。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和５年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

4 繰 入 金 １４８，５１９ △７，８００ １４０，７１９

1
一 般 会 計
繰 入 金

１４８，５１９ △７，８００ １４０，７１９

6 諸 収 入 ５３０ １，７００ ２，２３０

2 雑 入 ５１０ １，７００ ２，２１０

歳　　入　　合　　計 ６１８，４００ △６，１００ ６１２，３００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2
後期高齢者医療
広域連合納付金 ５７７，８７３ △６，１００ ５７１，７７３

1
後期高齢者医療
広域連合納付金 ５７７，８７３ △６，１００ ５７１，７７３

歳　　出　　合　　計 ６１８，４００ △６，１００ ６１２，３００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第２０号  
 

令和４年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 
 
 令和４年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６２，４００千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，６９８，５００

千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和５年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 県 支 出 金 ２，７７９，０５０ △１６２，０４２ ２，６１７，００８

1 県 補 助 金 ２，７７９，０５０ △１６２，０４２ ２，６１７，００８

5 繰 入 金 ３７４，８００ △３５８ ３７４，４４２

1
一 般 会 計
繰 入 金

２６８，４００ ７，５００ ２７５，９００

2 基金繰入金 １０６，４００ △７，８５８ ９８，５４２

歳　　入　　合　　計 ３，８６０，９００ △１６２，４００ ３，６９８，５００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 総 務 費 ７２，７５７ △１，７００ ７１，０５７

1 総務管理費 ７２，７５７ △１，７００ ７１，０５７

2 保 険 給 付 費 ２，７１９，４０８ △１６１，０００ ２，５５８，４０８

1 療 養 諸 費 ２，３７６，２７０ △１３０，０００ ２，２４６，２７０

2 高額療養費 ３３０，５５０ △３１，０００ ２９９，５５０

3
国民健康保険
事業費納付金

９９９，６３８ ０ ９９９，６３８

1 医療給付費分 ７１４，６５０ ０ ７１４，６５０

2
後期高齢者
支援金等分

２１１，５０８ ０ ２１１，５０８

3 介護納付金分 ７３，４８０ ０ ７３，４８０

4 保 健 事 業 費 ３２，５３７ ３００ ３２，８３７

1 保健事業費 ５，０６１ ３００ ５，３６１

歳　　出　　合　　計 ３，８６０，９００ △１６２，４００ ３，６９８，５００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第２１号 

 

令和４年度瑞浪市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和４年度瑞浪市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 令和４年度瑞浪市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２ 

条第４号イ中「３１０，１０５千円」を「２２１，１０５千円」に改める。 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条中「資本的支出額に対し不足する額４１１，９００千円」 

を「資本的支出額に対し不足する額３７０，９００千円」に、「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２４，３６３千円」を、「当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２０，６３１千円」に、「過年

度分損益勘定留保資金３８７，５３７千円」を「過年度分損益勘定留保資

金３５０，２６９千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。 

（科   目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 資本的収入   124,600 千円  △48,000 千円    76,600 千円 

  第１項 工事負担金   51,000 千円  △43,500 千円    7,500 千円 

  第２項 分担金     23,679 千円   △4,500 千円   19,179 千円 

             支      出 

 第１款 資本的支出    536,500 千円   △89,000 千円  447,500 千円 

  第１項 建設改良費  356,921 千円  △89,000 千円  267,921 千円 

 

  令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第２２号 

 

令和４年度瑞浪市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和４年度瑞浪市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 令和４年度瑞浪市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

２条第４号ア中「６４，７３３千円」を「４７，２３３千円」に改め、同

号ウ中「１０２，７００千円」を「２６，２００千円」に改める。 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科   目）   （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 下水道事業収益 1,330,000 千円  △7,600 千円 1,322,400 千円 

  第２項 営業外収益   774,269 千円 △81,334 千円  692,935 千円 

  第３項 特別利益       0 千円  73,734 千円  73,734 千円 

             支      出 

 第１款 下水道事業費用 1,315,900 千円  △3,000 千円 1,312,900 千円 

  第１項 営業費用   1,219,325 千円 △186,798 千円 1,032,527 千円 

  第２項 営業外費用    94,410 千円   4,600 千円  99,010 千円 

  第３項 特別損失      165 千円  179,198 千円  179,363 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条中「資本的支出額に対し不足する額３５９，８００千円」 

を「資本的支出額に対し不足する額３５３，７００千円」に、「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額１５，８２８千円」を「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額１１，１００千円」に、「損益勘

定留保資金３０７，１３８千円」を「損益勘定留保資金３０５，７６６千

円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科   目）   （既決予定額） （補正予定額）  （計） 
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             収      入 

 第１款 資本的収入    434,800千円 △87,900千円 346,900千円 

  第１項 企業債     173,100千円 △54,000千円 119,100千円 

  第２項 負担金      18,950千円 △11,695千円  7,255千円 

  第３項 出資金     170,350千円   8,095千円 178,445千円 

  第４項 補助金      72,400千円 △30,300千円  42,100千円 

             支      出 

 第１款 資本的支出    794,600千円 △94,000千円 700,600千円 

  第１項 建設改良費   271,616千円 △94,000千円 177,616千円 

 （企業債） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

  （起債の目的）   （既決限度額） （補正限度額）  （計） 

   下水道事業     173,100 千円  △54,000 千円 119,100 千円 

（他会計からの補助金） 

第６条 予算第１０条中「１７，８２６千円」を「１７，９４０千円」に改

める。 

 

  令和５年２月２７日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第２３号  
 

令和５年度瑞浪市一般会計予算  
 
 令和５年度瑞浪市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  
 （歳入歳出予算）  
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，１００，０００千

円と定める。  
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 

継続費」による。  
（債務負担行為）  

第３条 法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 
（地方債）  

第４条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債  
の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」  
による。  
（一時借入金）  

第５条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５００，０００千円と定める。  
（歳出予算の流用）  

第６条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
 （１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 

令和５年２月２７日 提出 
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瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 市 税 ５，３０４，６１０

1 市 民 税 ２，１５２，５００

2 固 定 資 産 税 ２，４４９，３００

3 軽 自 動 車 税 １２８，７００

4 市 た ば こ 税 ２６４，０００

5 鉱 産 税 １０

6 入 湯 税 ６００

7 都 市 計 画 税 ３０９，５００

2 地 方 譲 与 税 １８５，９００

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ４２，０００

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 １２５，０００

3 森 林 環 境 譲 与 税 １８，９００

3 利 子 割 交 付 金 １，５００

1 利 子 割 交 付 金 １，５００

4 配 当 割 交 付 金 ２７，０００

1 配 当 割 交 付 金 ２７，０００

5 株 式 等 譲渡 所得 割交付金 ２５，０００

1 株 式 等 譲渡 所得 割交 付金 ２５，０００

6 法 人 事 業 税 交 付 金 ６９，０００

1 法 人 事 業 税 交 付 金 ６９，０００

7 地 方 消 費 税 交 付 金 ９４７，０００

1 地 方 消 費 税 交 付 金 ９４７，０００

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １７０，０００

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １７０，０００

9 環 境 性 能 割 交 付 金 ２０，０００

1 環 境 性 能 割 交 付 金 ２０，０００

10 地 方 特 例 交 付 金 ３８，０００

1 地 方 特 例 交 付 金 ３８，０００

11 地 方 交 付 税 ３，５５０，０００

1 地 方 交 付 税 ３，５５０，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(単位：千円)

款 項 金　　額

12 交 通 安 全対 策特 別交 付金 ４，０００

1 交 通 安 全対 策特 別交 付金 ４，０００

13 分 担 金 及 び 負 担 金 ２９，００９

1 分 担 金 ３，３８５

2 負 担 金 ２５，６２４

14 使 用 料 及 び 手 数 料 ３１４，８２３

1 使 用 料 １２６，７２８

2 手 数 料 １８８，０９５

15 国 庫 支 出 金 １，６６７，７２８

1 国 庫 負 担 金 １，２０３，８６２

2 国 庫 補 助 金 ４５４，３６４

3 委 託 金 ９，５０２

16 県 支 出 金 １，００２，２７７

1 県 負 担 金 ５８７，１８３

2 県 補 助 金 ３３１，６８７

3 委 託 金 ８３，４０７

17 財 産 収 入 ７７，１７２

1 財 産 運 用 収 入 ７６，７３２

2 財 産 売 払 収 入 ４４０

18 寄 附 金 ２５０，１１０

1 寄 附 金 ２５０，１１０

19 繰 入 金 ８９１，７１２

1 基 金 繰 入 金 ８６８，０８９

2 財 産 区 繰 入 金 ２３，６２３

20 繰 越 金 １００，０００

1 繰 越 金 １００，０００

21 諸 収 入 ２９４，２５９

1 延 滞 金 、加 算金 及び 過料 ７，００３

2 市 預 金 利 子 １

3 貸 付 金 元 利 収 入 １０３，４１３

4 雑 入 １６７，３８２

5 受 託 事 業 収 入 １６，４６０
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(単位：千円)

款 項 金　　額

22 市 債 １，１３０，９００

1 市 債 １，１３０，９００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 １６，１００，０００
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 議 会 費 １７４，０４８

1 議 会 費 １７４，０４８

2 総 務 費 １，８３３，２２６

1 総 務 管 理 費 １，４５３，２４５

2 徴 税 費 １９５，９２０

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 １２３，６９３

4 選 挙 費 ４５，７０５

5 統 計 調 査 費 ９，１６３

6 監 査 委 員 費 ５，５００

3 民 生 費 ５，３４０，３８０

1 社 会 福 祉 費 ２，９０４，１２８

2 児 童 福 祉 費 ２，２０９，６０６

3 生 活 保 護 費 ２２６，１４６

4 災 害 救 助 費 ５００

4 衛 生 費 １，６９５，３３１

1 保 健 衛 生 費 ５９７，５５２

2 清 掃 費 ９６６，６７３

3 環 境 費 １３１，１０６

5 労 働 費 １６，７２６

1 労 働 諸 費 １６，７２６

6 農 林 水 産 業 費 ２６９，５１１

1 農 業 費 ２２０，６３４

2 林 業 費 ４８，８７７

7 商 工 費 ５２７，５５５

1 商 工 費 ５２７，５５５

8 土 木 費 １，５４５，６５５

1 土 木 管 理 費 ５５，７１０

2 道 路 橋 梁 費 ８０７，２０９

3 河 川 費 ２６３，１９５

4 都 市 計 画 費 ３２７，１２９

5 住 宅 費 ９２，４１２
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(単位：千円)

款 項 金　　額

9 消 防 費 ７３０，１７６

1 消 防 費 ７３０，１７６

10 教 育 費 １，８４２，７７０

1 教 育 総 務 費 ２８５，４３９

2 小 学 校 費 ２０６，６２１

3 中 学 校 費 １５５，４１３

4 幼 稚 園 費 １８０，０９６

5 社 会 教 育 費 ４１３，０１２

6 保 健 体 育 費 ６０２，１８９

11 災 害 復 旧 費 ３，５７０

1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ３，５７０

農林水産業施設災害復旧費 ０

12 公 債 費 １，４６４，５１８

1 公 債 費 １，４６４，５１８

13 諸 支 出 金 ６３６，５３４

1 公 営 企 業 費 ６３６，５３４

14 予 備 費 ２０，０００

1 予 備 費 ２０，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 １６，１００，０００
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第 ２ 表　　継　続　費

（単位：千円）

事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

令和５年度 316,300

令和６年度 479,700

6 保健体育費
市 民 体 育 館
施 設 改 修 事 業

796,000

款 項

10 教 育 費
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第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

移 住 促 進 奨 励 金
（ 令 和 ５ 年 度 決 定 分 ）

令 和 ６ 年 度 か ら
令 和 ７ 年 度 ま で

瑞 浪 市 移 住 促 進
奨 励 金 交 付 規 則
第 ４ 条 の 規 定 に よ る 額

第 四 次 Ｌ Ｇ Ｗ Ａ Ｎ 回 線 使 用 料 令 和 ６ 年 度 ２００

第四次ＬＧＷＡＮ接続ルータ借上料 令 和 ６ 年 度 １００

地 域 福 祉 計 画 策 定 業 務 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

５,７８６

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画
策 定 業 務 委 託 料

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

５,０００

予 防 接 種 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

１４５,３１２

医 師 ・ 歯 科 医 師 等 出 務 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２,８２６

予 防 接 種 ワ ク チ ン 購 入 費
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

３１,９７０

が ん 検 診 等 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

３６,０７５

血 液 検 査 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２,３４２

企 業 立 地 奨 励 金
（ 令 和 ５ 年 度 指 定 業 者 分 ）

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 １ １ 年 度 ま で

瑞 浪 市 企 業 立 地 の 促 進
及 び 雇 用 の 拡 大 に 関 す る
条 例 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 額

空 き 店 舗 賃 貸 借 促 進 奨 励 金
（ 令 和 ５ 年 度 決 定 分 ）

令 和 ６ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

３００

橋 梁 撤 去 費 負 担 金 令 和 ６ 年 度 ８０,０００

加 知 奨 学 金
（ 令 和 ５ 年 度 決 定 分 ）

令 和 ６ 年 度 か ら
令 和 １ ０ 年 度 ま で

１８,０００

奨 学 金
（ 令 和 ５ 年 度 決 定 分 ）

令 和 ６ 年 度 か ら
令 和 １ ０ 年 度 ま で

５,４００

瑞 浪 北 中 学 校 ス ク ー ル バ ス
運 行 管 理 業 務 委 託 料

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 １ ０ 年 度 ま で

２０９,０８８

総 合 文 化 セ ン タ ー 電 話 機 賃 借 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

６０

事 項
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第 ４ 表　　地　方　債

（単位：千円）

起債の方法

13,700

16,400

9,700

37,600

200,000

15,300

9,800

18,700

42,400

26,500

60,600

7,200

2,000 普通貸借

66,000 又　 　は

55,000 証券発行

69,500

900

1,400

5,200

13,600

13,900

43,200

5,000

4,500

272,200

600

120,000

年３．０ ％

以　　 内

（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金 及 び 地
方 公 共 団
体 金 融 機
構 資 金 に
ついて、利
率見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金につ

い て は 、 そ の

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には借

入先と協定し、

その条件に従

うものとする。

た だ し 、 市 財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もしく

は繰上償還又

は低利に借換

することができ

る。

県 単 事 業 負 担 事 業

工場用地造成関連道路整備事業

起　  債　  の　  目　  的 限　　度　　額 利 率

八 伏 線 道 路 改 良 事 業

土 岐 橋 架 替 関 連 事 業

償 還 の 方 法

塵 芥 収 集 車 等 購 入 事 業

クリーンセンター機械設備更新事業

県 営 事 業 負 担 金 事 業
（ 県 営 た め 池 等 整 備 事 業 ）

市 道 等 整 備 交 付 金 事 業

南 垣 外 北 野 線 道 路 改 良 事 業

道 路 側 溝 等 緊 急 対 策 事 業

消防指令センター共同運用事業

瑞 浪 市 残 土 処 分 場 整 備 事 業

県営急傾斜地崩壊対策負担事業

県 単 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業

猿 爪 川 浸 水 対 策 事 業

普 通 河 川 緊 急 浚 渫 推 進 事 業

普 通 河 川 緊 急 対 策 事 業

臨 時 財 政 対 策 債

消 防 ポ ン プ 自 動 車 等 更 新 事 業

土 岐 小 学 校 改 修 事 業

市 民 体 育 館 施 設 改 修 事 業

過年土木施設補助災害復旧事業

狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業

都 市 公 園 再 整 備 事 業

市 営 住 宅 長 寿 命 化 事 業

市 営 住 宅 用 途 廃 止 事 業

消 防 車 両 ・ 救 急 車 両 等
更 新 事 業 （ 単 独 ）
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議第２４号  
 

令和５年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計予算  
 
 令和５年度瑞浪市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  
 （歳入歳出予算）  
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６２５，４００千円と定

める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５０，０００千円と定める。  
 

令和５年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ４４１，０１０

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ４４１，０１０

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ３０

1 手 数 料 ３０

3
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 支 出 金

２５，０３６

1 補 助 金 ２１８

2 委 託 金 ２４，８１８

4 繰 入 金 １５８，６８４

1 一 般 会 計 繰 入 金 １５８，６８４

5 繰 越 金 １００

1 繰 越 金 １００

6 諸 収 入 ５４０

1 延滞金、加算金及び過料 ３０

2 雑 入 ５１０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ６２５，４００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 ２０，６２２

1 総 務 管 理 費 １７，７０７

2 徴 収 費 ２，９１５

2
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

５８４，５３２

1
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

５８４，５３２

3 保 健 事 業 費 １９，２３６

1 健 康 保 持 増 進 事 業 費 １９，２３６

4 諸 支 出 金 ５１０

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ５１０

5 予 備 費 ５００

1 予 備 費 ５００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ６２５，４００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

８７

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

１，６００

事 項
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議第２５号  
 

令和５年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計予算  
 
 令和５年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。  
 （歳入歳出予算）  
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，４６０，０００千円

と定める。  
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５０，０００千円と定める。  
（歳出予算の流用）  

第４条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
 （１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 

令和５年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 国 民 健 康 保 険 料 ７０７，６００

1 一般被保険者国民健康保険料 ７０７，６００

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ２００

1 手 数 料 ２００

3 県 支 出 金 ２，４２１，９３３

1 県 補 助 金 ２，４２１，９３３

4 財 産 収 入 １５０

1 財 産 運 用 収 入 １５０

5 繰 入 金 ３２２，３００

1 一 般 会 計 繰 入 金 ２７９，３００

2 基 金 繰 入 金 ４３，０００

6 繰 越 金 ５，０００

1 繰 越 金 ５，０００

7 諸 収 入 ２，８１７

1 雑 入 ２，８１７

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３，４６０，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 ７５，３０８

1 総 務 管 理 費 ７５，３０８

2 保 険 給 付 費 ２，３６８，１７５

1 療 養 諸 費 ２，０８７，４２０

2 高 額 療 養 費 ２６７，４００

3 移 送 費 ５０

4 任 意 給 付 費 １３，３０５

3 国民健康保険事業費納付金 ９７１，４９２

1 医 療 給 付 費 分 ６６２，１３０

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 ２３７，１３６

3 介 護 納 付 金 分 ７２，２２６

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(単位：千円)

款 項 金　　額

4 保 健 事 業 費 ３４，８７５

1 保 健 事 業 費 ５，０８１

2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ２９，７９４

5 基 金 積 立 金 １５０

1 基 金 積 立 金 １５０

6 諸 支 出 金 ５，０００

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ５，０００

7 予 備 費 ５，０００

1 予 備 費 ５，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３，４６０，０００
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

１１２

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

９,８１０

国 保 デ ー タ ベ ー ス
シ ス テ ム 保 守 委 託 料

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

３００

医 科 ・ 歯 科 レ セ プ ト
点 検 委 託 料

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

３,５００

事 項
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議第２６号  
 

令和５年度瑞浪市介護保険事業特別会計予算 
 
 令和５年度瑞浪市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算）  
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，５１８，２００千円

と定める。  
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５０，０００千円と定める。  
（歳出予算の流用）  

第４条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
 （１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 
  令和５年２月２７日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 保 険 料 ６９２，２５５

1 介 護 保 険 料 ６９２，２５５

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ７０

1 手 数 料 ７０

3 国 庫 支 出 金 ８２１，６４０

1 国 庫 負 担 金 ５８５，８２７

2 国 庫 補 助 金 ２３５，８１３

4 支 払 基 金 交 付 金 ９０３，０３３

1 支 払 基 金 交 付 金 ９０３，０３３

5 県 支 出 金 ４９０，２９２

1 県 負 担 金 ４６６，４２１

2 県 補 助 金 ２３，８７１

6 財 産 収 入 ３３３

1 財 産 運 用 収 入 ３３３

7 繰 入 金 ６０３，７８４

1 一 般 会 計 繰 入 金 ５７３，５０８

2 基 金 繰 入 金 ３０，２７６

8 繰 越 金 ４，５５０

1 繰 越 金 ４，５５０

9 諸 収 入 ２，２４３

1 延滞金、加算金及び過料 １０

2 預 金 利 子 １０

3 雑 入 ２，２２３

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３，５１８，２００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 １０７，８７８

1 総 務 管 理 費 ５４，７３８

2 徴 収 費 ５，５７７

3 介 護 認 定 審 査 会 費 ４７，３４２

4 趣 旨 普 及 費 ２２１

2 保 険 給 付 費 ３，２３７，６９０

1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ３，０３８，８４０

2 介護予防サービス等諸費 ６６，５３０

3 そ の 他 諸 費 ３，２００

4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 ５９，１００

5 特定入所者介護サービス等費 ６０，１２０

6
高 額 医 療 合 算
介 護 サ ー ビ ス 等 費

９，９００

3 基 金 積 立 金 ３３３

1 基 金 積 立 金 ３３３

4 地 域 支 援 事 業 費 １６６，７４９

1
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援
サ ー ビ ス 事 業 費

１００，０００

2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ６，５６７

3 包括的支援事業・任意事業費 ５９，７６２

4 そ の 他 諸 費 ４２０

5 諸 支 出 金 ４，５５０

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ４，５５０

6 予 備 費 １，０００

1 予 備 費 １，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３，５１８，２００
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２１４

介 護 保 険 料 仮 算 定 納 入
通 知 書 等 印 刷 製 本 費

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

８００

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２００

認 定 調 査 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

３,０００

訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ 業 務 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

８００

介 護 予 防 教 室 等 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

４,０００

歯 科 医 師 出 務 委 託 料
（ 高 齢 者 介 護 予 防 ）

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

８００

理 学 療 法 士 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２００

さ さ エ ー ル ポ イ ン ト 事 業 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

１,０００

生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー
業 務 委 託 料

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

４,０００

配 食 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

６,０００

徘 徊 高 齢 者 位 置
確 認 業 務 委 託 料

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２０

在宅歯科医療連携窓口設置委託料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２５０

事 項
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議第２７号  
 

令和５年度瑞浪市駐車場事業特別会計予算 
 
 令和５年度瑞浪市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 
 （歳入歳出予算）  
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０，０００千円と定め

る。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、１０，０００千円と定める。  
 

令和５年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 使 用 料 及 び 手 数 料 ２９，５００

1 使 用 料 ２９，５００

2 繰 越 金 ５００

1 繰 越 金 ５００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３０，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 駐 車 場 事 業 費 １７，９６０

1 駐 車 場 管 理 費 １７，９６０

2 公 債 費 １１，０４０

1 公 債 費 １１，０４０

3 基 金 積 立 金 ５００

1 基 金 積 立 金 ５００

4 予 備 費 ５００

1 予 備 費 ５００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３０，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

７

駐 車 場 キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 手 数 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

５００

駐 車 場 清 掃 業 務 委 託 料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２８４

駐車場使用料集金収納業務委託料
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２７５

駐 車 場 管 理 機 器
保 守 点 検 業 務 委 託 料

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２，２３６

事 項
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議第２８号 

 

令和５年度瑞浪市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度瑞浪市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給水件数                   １５，４００件 

（２）年間総配水量              ４，４００，０００㎥ 

（３）一日平均配水量                １２，０２２㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

ア 緊急時給水拠点確保事業           ９０，８４０千円 

イ 配水設備改良事業             ２９３，７２６千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 

第１款 水道事業収益            １，１３２，６００千円 

第１項 営業収益               ９２４，７９１千円 

第２項 営業外収益              ２０７，０７６千円 

第３項 特別利益                   ７３３千円 

支      出 

第１款 水道事業費用            １，１１１，８００千円 

  第１項 営業費用             １，０３８，５２５千円 

  第２項 営業外費用               ２３，９９６千円 

  第３項 特別損失                ４５，２７９千円 

  第４項 予備費                  ４，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額４５１，４００千円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額２７，７９１千円及び過年度分損益勘
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定留保資金４２３，６０９千円で補填するものとする。）。 

収      入 

 第１款 資本的収入               １２０，６００千円 

第１項 工事負担金               ４２，３００千円 

第２項 分担金                 ２０，２８７千円

第３項 出資金                 ４１，７６３千円 

第４項 補助金                 １６，２５０千円 

支      出 

第１款 資本的支出               ５７２，０００千円 

  第１項 建設改良費              ３９０，２２３千円 

  第２項 企業債償還金             １８１，７７７千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

       （単位：千円） 

事  項 期  間 限 度 額 

指 定 物 品 等 購 入 費 
令和５年度から 

令和６年度まで 
８８ 

検 針 業 務 委 託 料 
令和５年度から 

 令和６年度まで 
１３，０００ 

水 質 検 査 等 委 託 料 
令和５年度から 

令和６年度まで 
７，８００ 

水 質 検 査 モ ニ タ ー 委 託 料 
令和５年度から 

令和６年度まで 
１，０００ 

ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル 

シ ス テ ム 保 守 委 託 料 

令和５年度から 

令和６年度まで 
３００ 

ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル 

機 器 保 守 委 託 料 

令和５年度から 

令和６年度まで 
１５０ 

配 水 管 事 故 賠 償 責 任 保 険 
令和５年度から 

令和６年度まで 
４５０ 

上 下 水 道 総 合 管 理 

シ ス テ ム 保 守 委 託 料 

令和５年度から 

令和６年度まで 
５００ 
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仮 設 配 管 賃 借 料 
令和５年度から 

令和６年度まで 
１，７００ 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

（１） 収益的支出 第１款水道事業費用のうち、第 1 項営業費用、第２

項営業外費用及び第３項特別損失に係る項間の流用 

（２） 資本的支出 第１款資本的支出のうち、第１項建設改良費及び第 

２項企業債償還金に係る項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

 （１） 職員給与費                ４４，５２７千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 政策的事由による水道拡張事業経費等負担のため、一般会計からこ

の会計へ補助を受ける金額は、５２，５１５千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、３００千円と定める。 

 

  令和５年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第２９号 

 

   令和５年度瑞浪市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度瑞浪市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１） 処理区域内水洗化人口            ２５，５００人 

（２） 年間総処理水量            ３，９７４，０００㎥ 

（３） 一日平均処理水量              １０，８５８㎥ 

（４） 主要な建設改良事業 

ア 公共下水道管渠布設事業           ９９，８８０千円 

イ 公共下水道管渠長寿命化事業         ３２，０００千円 

ウ ポンプ場整備事業               ３，５００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 

 第１款 下水道事業収益           １，４３０，０００千円 

  第１項 営業収益               ５５１，３０８千円 

  第２項 営業外収益              ８２２，８０７千円 

  第３項 特別利益                ５５，８８５千円 

支      出 

 第１款 下水道事業費用           １，４２１，６００千円 

  第１項 営業費用             １，１３２，７２４千円 

  第２項 営業外費用               ８３，６５１千円 

  第３項 特別損失               ２０３，２２５千円 

  第４項 予備費                  ２，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入
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額が資本的支出額に対し不足する額３７７，１００千円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額１０，４１４千円及び損益勘定留保資

金３６６，６８６千円で補填するものとする。）。 

収      入 

 第１款 資本的収入               ２８１，７００千円 

  第１項 企業債                 ９４，５００千円 

  第２項 負担金                 １６，４００千円 

  第３項 出資金                １４１，４３０千円 

  第４項 補助金                 ２９，３７０千円 

支      出 

 第１款 資本的支出               ６５８，８００千円 

  第１項 建設改良費              １６７，２１０千円 

  第２項 企業債償還金             ４９１，５９０千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

（単位：千円）   

事  項 期  間 限 度 額 

指 定 物 品 等 購 入 費 
令和５年度から 
令和６年度まで １６７ 

水洗便所等改造資金利子補給 
（ 令 和 ６ 年 度 分 ） 

令和５年度から 
令和１１年度まで ２９２ 

上 下 水 道 総 合 管 理 
シ ス テ ム 保 守 委 託 料 

令和５年度から 
令和６年度まで ５００ 

マ ン ホ ー ル ポ ン プ 
点 検 ・ 清 掃 業 務 委 託 料 

令和５年度から 
令和６年度まで 

６，５００ 

脱 水 ケ ー キ 処 理 業 務 委 託 料 
令和５年度から 
令和６年度まで 

７１，０００ 

薬 品 購 入 費 
令和５年度から 
令和６年度まで 

１８，１００ 

測 定 検 査 業 務 委 託 料 
令和５年度から 
令和６年度まで 

１，８００ 

大 湫 ク リ ー ン セ ン タ ー 
維 持 管 理 業 務 委 託 料 

令和５年度から 
令和６年度まで 

４，５００ 
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大 湫 ク リ ー ン セ ン タ ー 
汚 泥 引 抜 業 務 委 託 料 

令和５年度から 
令和６年度まで 

９６０ 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

（単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

下 水 道 事 業 94,500 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

年３．０%以内 

（ただし、利率見 

直し方式で借り入 

れる政府資金及び 

地方公共団体金融 

機構資金について、

利率見直しを行っ 

た後においては、 

当該見直し後の利

率） 

政府資金について

は、その融資条件に

より、銀行その他の

場合には借入先と協

定し、その条件に従

うものとする。ただ

し、企業財政の都合

により据置期間及び

償還期限を短縮し、

もしくは繰上償還又

は低利に借換するこ

とができる。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

 （１） 収益的支出 第１款下水道事業費用のうち、第１項営業費用、第

２項営業外費用及び第３項特別損失に係る項間の流用 

 （２） 資本的支出 第１款資本的支出のうち、第１項建設改良費及び第

２項企業債償還金に係る項間の流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

 （１） 職員給与費               １１２，０４７千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受け
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る金額は、１２３，８１９千円である。 

 

令和５年２月２７日 提出 

 

 瑞浪市長 水 野 光 二    
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